
 
 
 

 

 

 

窓口交渉報告 （宿舎使用料の改定及び駐車場使用料の徴収について） 
 3月25日の拡大窓口交渉において機構から提示がありました。すでに労務部速報や

イントラなどに載っており、職場で大きな反響を呼んでいるようです。 

提案内容については以下のとおりです。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

質疑の概要は以下のとおりです。 
機構）宿舎使用料が国家公務員の80％で、駐車場料金を徴収していない独法は5～6法人。他

法人も見直しを行うようだ。（以下資料に基づき説明） 

労組）玄関をふさぐ様な停め方や庭に停めているケースも多い。どこを駐車場と定義するのか。 

機構）これからロープを張る、区画するなどして決める。古い住宅（長堀）などは、空き地な

どを駐車場として定義する。そうしないと庭として専有している場合など分からなくなる。 

労組）駐車場として決められた場所以外は停められないのか。場所を決めたら空いていても停

車できないのか。2台所有している場合はどうなるか。規程は変更するのか。 

機構）原則として停められない。複数所有の場合は申請に基づき徴収する。住宅の規程に駐車

場使用料徴収の項を盛り込む。車を持っていない人からは徴収しない。寮についても同様

である。 

労組）スケジュール的に10月実施は決まっているのか。宿舎の自治会に説明や話し合いはし

ないのか。 

機構）これから説明や交渉を行うと時間がかかってしまうので、最短で10月くらいというこ

と。きちっと整備して、駐車場として使っているところから開始していく。10月というの

は特に国と約束している訳ではない。自治会にはある程度詰めてから話をもっていきたい。 

労組）寮などでは線が引いてあって分かりやすいが、住宅はそういう状況ではない。この制度

は料金を取るために駐車場として整備するのか。まずは駐車場を整備して、それが必要な

人は料金を払うというようにしたほうが良いのではないか。今は、地価やアパート代も下

落傾向で、駐車場や宿舎の料金を上げていくのは時代に逆行している。寮では部屋代より

高くなるのではないか。車を複数台持っている場合などは、場所の確保や割り振りが大変

なのではないか。 

機構）割り振りは1台目を優先するなどして考えていくしかない。 

労組）2台目以降は軽減措置などを考慮してほしい。現在は住宅によって駐車場の不公平感が

結構あり、良い場所と悪い場所がある。今でも駐車場はもめる原因となっており、制度を

導入するのは慎重な検討が必要だ。同じ住宅内で、駐車場が整備された順に徴収し始める

と不公平の原因となる。少なくとも同じ住宅では同時に導入しなければまずいのでは。 

労組）そもそも国家公務員の宿舎は便利な場所にあり、そこと比較するというのもどうなのか。

長堀住宅など、駅を使うときに一時使用したいときなどあるが、専用の場所を作るのか。

夏季実習生などからも徴収するのか。 

機構）駐車場を使用する場合は学生からも取ることになるかもしれない。 

労組）徴収した駐車料金は、宿舎の補修や駐車場整備などの福利厚生に回すのか。 

機構）全てとは言わないが、なるべくそうなるようにしたい。 

労組）元々は全国から人材を集めるために、住宅などを整備していたのではないか。 

機構）昭和の頃はそうだったのだが、現在は予算が縮小しておりかなり厳しい。住宅の整理統

合計画を進めなければならない。 

労組）駐車場はお金がからまなくてももめる原因となっているのに、お金が取られるとなると

益々大変ではないか。この料金のもともとの根拠は何なのか。 

機構）数字は国家公務員のもので、根拠まではとても追いきれない。 

労組）他法人はどうなっているのか。原付やバイクはどうなるのか。 

機構）ＪＡＸＡはおそらく同じような状況ではないか。国立病院の看護士などは今まで無料だ
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提案内容 

（１） 宿舎使用料 

①改定内容 

  宿舎単価を平均約25％引き上げる。 

②算定基準の一部見直し 

  寮の基準使用料の調整対象のうち、「ガス設備が設けられていないとき」を「ガスコン

ロ又は電磁調理設備が設けられていないとき」に変更する。 

③実施時期 

  平成22年7月1日 

④経過措置 

  平成23年3月31日までの間は、引き上げ額を2分の１相当とする。 

（２） 駐車場使用料 

①駐車場の考え方 

  駐車場とは、宿舎居住者が自動車を保管する宿舎敷地内の区画された場所のことをい

う。なお、長堀住宅の一部など、宿舎に隣接した特定の場所を自動車の保管場所として使

用する場合も含むものとする。 

②月額使用料 

  駐車場の所在する地域（「宿舎使用料の算定基準について」(21 労（通達）第 1 号)）毎

に以下のとおりとする。 

 特別区：5,000円（野沢住宅） 

 甲 地：3,275円（保谷住宅、柳沢住宅、生田社宅、片倉社宅、浦和住宅） 

 乙 地：2,625円（草加社宅） 

 その他：2,412円（上記以外の保有宿舎） 

③実施時期 

  平成22年10月1日 

④経過措置 

  平成23年3月31日までの間は、②の使用料の2分の１に相当する額とする。 

 今日から新年度になり、機構でも新しい中期計画が始まります。 

新入職員、継続雇用嘱託の方、また原子力機構で働く皆さん、 

職場を良くするために、組合への加入をぜひご検討ください。 
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ったが、取るようになったらしい。住む場所を指定されているので、以前は無料だったよ

うだ。駐輪場は、大きいバイクなどで駐車場を使用する場合は徴収すると思う。 

労組）料金を取るのであればきちんと整備するように要望が出てくると思う。砂利を敷いたり

コンクリートにしたりだ。宿舎使用料については賛成しかねるが、このご時勢だから仕方

のない面もある。古い住宅が多いので、値上げはそれほどの金額にはならないと思う。大

学では構内の駐車料金を取っているところもあるが、機構でもそういったことを考えてい

るのか。 

機構）構内については考えていない。 

 

 

（その他の質疑応答について） 
 

○学生の食堂利用について、原研労組の要求が実現 
機構）現在は職員の30％増しであるが、4月から職員と同額となる。プリペイドカード、自販

機、食券などがあり、ようやくその調整が終わった。 

労組）以前より原研労組が要求してきたことなので、実現して良かった。 

 

○理事長の公募について 
機構）理事長について、もんじゅが動くまでは任期が延長となった。公募の選考は一時中断と

なった。 
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新書記が４月１日から勤務します。皆さんよろしくお願いします。 
 現書記が 2010 年 9 月末での退職（契約終了）のため、4 月 1 日から新しい書記を

採用します。9 月末までは、業務等の引継ぎ等のため 2 人体制で書記業務を行なって

もらいます。 皆さん、新書記をよろしくお願いします。 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

と き ２０１０年４月３日（土） 
集 会 １３：３０～１５：００ 
ところ 水戸市駅南平和公園（水戸駅から徒歩15分） 
主 催 春の県民大集会実行委員会（事務局：茨城労連） 

「１０年来上がらない賃金水準」、「派遣切り」や「仕事がない」「景気の２番底｣と言われ

ている中で、大企業は内部留保を１０年間で倍増させ 249 兆円（08 年 209.9 兆円）もため込

んでいます。 

 国民の暮らしと営業、雇用、農業を守る対策と社会保障の充実は喫緊の課題です。県内各

地、各団体が要求を持ち寄り、大きな怒りの声にしていきましょう。多くの方の参加を呼び

かけます。 

  

 

 参加者には、組合から1000円の補助があります。参加希望者は、ご連絡下さい。 

みんな集まれ 

春の県民大集会 

なくせ貧困！雇用確保・仕事よこせ 

生活危機突破春の県民大集会 

 


